
独立行政法人水資源機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成23年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

副理事長

理事

監事

　 　理事長は、役員報酬のうち業績手当について、当該役員の職務実績に応じ、100分の10の範
　囲内で増額し、又は減額することができます。平成23年度においては、独立行政法人評価委員
　会の業務運営評価の結果及び役員の業績を踏まえ、業績手当の増額及び減額は行わないこと
　としました。

本給月額1,134,000円を1,128,000円に引き下げ

本給月額974,000円を969,000円に引き下げ

本給月額842,000円を838,000円に引き下げ

本給月額762,000円を758,000円に引き下げ

　平成23年度の国家公務員指定職の給与改定に準じ、本給を引き下げました。
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２　役員の報酬等の支給状況

平成23年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

9,468 6,463 2,360 620
25

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日 ＊

千円 千円 千円 千円

7,861 6,458 784 619 （地域手当）
10月1日 ＊

千円 千円 千円 千円

8,187 5,551 2,027 532
77

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日 ＊

千円 千円 千円 千円

8,569 5,547 2,244 532
246

（地域手当）
（単身赴任手当） 10月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,409 9,595 3,693 921
200

（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

14,424 9,595 3,693 921
215

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

7,021 4,799 1,752 460
10

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日

千円 千円 千円 千円

5,903 4,795 582 460
66

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

千円 千円 千円 千円

7,080 4,799 1,752 460
69

（地域手当）
（通勤手当） 9月30日 ※

千円 千円 千円 千円

7,290 4,795 1,940 460
95

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,637 9,595 3,644 921
477

（地域手当）
（通勤手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

13,081 8,683 3,342 833
223

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,912 2,105 1,586 202
19

（地域手当）
（通勤手当） 6月28日

千円 千円 千円 千円

5,358 4,339 526 416
77

（地域手当）
（通勤手当） 10月1日

　　

　　

　　

　　

　　

　　

Ｂ監事

Ｇ理事

Ｄ理事

Ｂ理事長

A副理事長

Ａ理事長

Ａ理事

前職

Ｃ理事

Ａ監事

Ｂ理事

Ｅ理事

B副理事長

Ｆ理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

Ｃ監事

注１：「地域手当」は、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給されています。

注２：役員は、本給の５％（本給が反映される地域手当及び業績手当を含む。）、地域手当の２
０％及び地域手当の異動保障を自主返上しており、年間報酬等の総額は自主返上後の額を計
上しています。

注３：「前職」欄について、「＊」は退職公務員（常勤の国家公務員として職務に従事した者で退
職した者）、「◇」は役員出向者（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第8条第1項
の規定に基づき、独立行政法人等役員となるために退職し、かつ、引き続き当該独立行政法人
等役員として在職する者）、「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者であることを示し、いずれにも該当しない場合は空欄としています。以
下「３　役員の退職手当の支給状況」においても同様です。
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３　役員の退職手当の支給状況（平成23年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

10,206 7 6 H23.9.30 0.8(暫定) ＊

千円 年 月

2,922 2 6 H23.9.30 0.8(暫定) ＊

千円 年 月

1,768 1 9 H23.9.30 0.8(暫定)

千円 年 月

5,132 5 2 H23.9.30 0.8(暫定) ※

千円 年 月

4,022 4 0 H24.3.31 0.8(暫定) ※

千円 年 月

3,733 4 1 H23.6.28 0.8(暫定)

注：独立行政法人水資源機構在職期間に係る退職手当が対象となります。

Ｃ理事

　支給額は、当該役員が在職
した期間の業績勘案率が決定
されていないため、暫定的に
支給した額である。

　支給額は、当該役員が在職
した期間の業績勘案率が決定
されていないため、暫定的に
支給した額である。

Ａ監事

Ｂ理事

Ａ理事

理事長

摘　　要

　支給額は、当該役員が在職
した期間の業績勘案率が決定
されていないため、暫定的に
支給した額である。

　支給額は、当該役員が在職
した期間の業績勘案率が決定
されていないため、暫定的に
支給した額である。

法人での在職期間

　支給額は、当該役員が在職
した期間の業績勘案率が決定
されていないため、暫定的に
支給した額である。

副理事長

　支給額は、当該役員が在職
した期間の業績勘案率が決定
されていないため、暫定的に
支給した額である。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成23年度における給与制度の主な改正点

　機構は、独立行政法人通則法（平成11年7月16日法律第103号。以下「通則法」という。）第30
条第1項の規定において、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣か
ら指示を受けた平成20年4月1日から平成25年3月31日までの期間における機構の中期目標（以
下「第2期中期目標」という。）を達成するため、この期間における中期計画（以下「第2期中期計
画」という。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないと定められています。
　第2期中期計画においては、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す
る法律」（平成18年法律第47号）に基づく総人件費改革に伴う人件費の削減を平成18年度から
平成22年度までの5年間において5％以上行うこととしています。
　総人件費改革による平成17年度の人件費に対する各年度の人件費削減率は、概ね、平成20
年度3％、平成21年度4％、平成22年度5％としております。さらに、「経済財政運営と構造改革に
関する基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）に基づき、人件費改革を平成23年度まで継
続することとしています。

　通則法第63条の規定により、業務の実績を考慮し、かつ社会一般の情勢に適合したものとなる
よう支給基準を定めています。その拠り所の一つが国家公務員の給与水準であり、給与改定に
あたっては、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（H22.11.1閣議決定）を十分考慮し
て決定しました。
　なお、国土交通省独立行政法人評価委員会による平成22年度業務実績評価は、「Ａ」評価を
受けています。

　① 人件費管理の基本方針

　人事評価制度に基づき、毎年、職員の業績評価、能力評価及びチームワーク力評価を実施し
ています。その評価結果を本給の増額又は減額、昇給、昇格・降格及び業績手当の成績率の
判定に反映させています。

給与種目 制度の内容

　勤務成績に応じ、本給月額の増減を行います。

　勤務成績に応じ、70/100～130/100の範囲内において成績率を
決定し、支給しています。なお、業績反映部分の割合については、
30%としています。

本　　給

業績手当
（業績反映部分）

　主務大臣の検証結果を踏まえ、機構において検証した結果、さらなる給与水準の適正化を図
る必要があると認識し、平成23年度においては新たに以下の措置を講じました。

①昇給の停止
②平成18年4月に実施された国家公務員の給与構造改革に準じ、本給を平均4.8%引き下げたこ
とに伴う、現給保障の段階的な廃止（平成23年度においては100分の50に引き下げ）

　なお、本給の５％カット（本給が反映される諸手当及び業績手当を含む。）、地域手当の２０％
カット及び地域手当の異動保障を凍結する措置については継続して実施しています。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,254 43.6 7,340 5,517 99 1,823
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,254 43.6 7,340 5,517 99 1,823

　研究職種、医療職種及び教育職種については、該当がないため記載を省略しています。
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

　再任用職員については、該当者が1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
人数以外は記載していません。
　また、在外職員、任期付職員及び非常勤職員については、該当がないため記載を省略しています。

　②　年間給与の分布状況（事務・技術職員）

〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

　注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況です。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　・本部課長 23 51.5 10,335 10,505 10,791

　・本部係長相当 102 41.0 6,262 7,080 7,641

　・本部係員 18 30.2 4,307 4,559 4,928

平均

人員

分布状況を示すグループ 人員

再任用職員

事務・技術

うち賞与平均年齢
平成23年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内区分

常勤職員

　代表的職位

平均年齢

　四分位とは、ばらつきの度合いを示す指標の一つです。第１分位とは、年齢別の年間給与額を小さい順に並べたとき
の小さい方から25%目の額、第３分位とは小さい方から75%目の額をいいます。
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年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円
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③職級別在職状況等（平成24年４月１日現在）（事務・技術職員）

④

夏季（７月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

67.5 67.4 67.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 32.5 32.6 32.6

％ ％ ％

         最高～最低 37.2～27.5 37.2～27.5 37.2～27.5

％ ％ ％

70.2 70.2 70.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 29.8 29.8 29.8

％ ％ ％

         最高～最低 37.2～22.7 37.2～22.7 37.2～22.7

⑤ 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

対国家公務員（行政職（一））
112.1

対他法人（事務・技術職員）
106.0

一律支給分（期末相当）

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（平成23年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

　　すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出しています。

区分 計 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級

標準的 一般 一般 係長 係長 課長補佐 課長補佐 課長 部長相当

な職位 係員 係員 相当 相当 相当 相当 相当 次長相当
人 人 人 人 人 人 人 人 人

1,254 62 127 56 501 314 95 79 20
(4.9%) (10.1%) (4.5%) (40.0%) (25.0%) (7.6%) (6.3%) (1.6%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

30 36 52 59 59 59 59 59

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

22 27 32 34 39 43 46 49
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,099 4,271 4,739 6,638 7,739 8,275 9,030 9,208

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,099 2,844 3,229 3,932 4,905 5,630 6,035 7,965
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,118 5,411 6,314 8,526 9,960 10,878 11,757 12,355

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,798 3,801 4,355 5,418 6,633 7,762 8,306 10,675

所定内

給与年額

(最高～最低)

年間給与額

(最高～最低)

人員
（割合）

年齢
（最高～最低）
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

考えます。

　　　のため危機管理上24時間即応体制をとり、災害発生時は流域住民
　　　の生命、財産を守るため、最前線の現場に出動する必要があるな
　　　ど、危険かつ困難な状況の中で、常に緊張感を持って業務を行う
　　　必要があること等を考慮し、人材を確保するために必要な給与水
　　　準としていること。

　　　①渇水対応（平成23年度実績）
　　　　機構の管理する7水系で対応した施設×対応日数で算出
　　　　利根川水系　　　　１８日
　　　　吉野川水系　　　４０８日
　　　　筑後川水系　　　１２９日

　　　②防災対応（平成23年度実績）
　　　　防災態勢（注意態勢、第一・第二警戒態勢、非常態勢）を執った回数
　　　　１，８１５回
　　　　延べ５，１５０日

　　　　地震（震度4以上またはダム基礎地盤において25gal以上）により臨時点
　　　検を行った回数
　　　　１４６回（対前年度５５．３％増）

　　　③水質事故対応（平成23年度実績）
　　　　7水系において機構が対応した水質事故（油脂類、化学物質等の流入等）
　　　　３６件
　　　　水質被害の拡大防止に努めた結果、市民生活や産業活動に支障を
　　　　来すような水質事故にはつながらなかった。

　　　　〈対応方法別内訳〉
　　　　　　オイルマット等設置　　２３件
　　　　　　水質調査等　　　　　　　５件
　　　　　　巡視・監視　　　　　　　８件

　（２）機構は、水の安定的な供給や洪水調節を行うこと及びダム・水
　　　路など様々な形態の施設の管理・運用を行う必要があるため、職
　　　員に全国転勤をさせ、水に関する豊富な経験を積ませている。こ
　　　のため、職員を本社において一括採用し、一律の給与水準にて配
　　　置していること。また、単身赴任者の比率が国家公務員（行政職
　　（一））と比較して高いことから給与の水準は高くなっています。
　　　
　　　　平成23年4月1日現在における国家公務員（行政職（一））（平成23年国
　　　家公務員給与等実態調査による）と機構との比較
　　　　単身赴任者　　　　　　　 国家公務員　  ８．１％
　　　　　　　　　　　　　　　 　機構　　　　２４．０％

【主務大臣の検証結果】

　機構の給与水準については、以下の理由により高くなっているものと

　（１）事業の性格から業務場所は山間僻地が多く、また、水の安定供給

参考 学歴勘案

地域・学歴勘案

１１８．５

１１２．１

指数の状況
地域勘案

　平成23年度の検証結果を踏まえ、今後講ずる措置に加えて、国家公務員の給与
改定に準じた引き下げ措置についても確実に実施し、さらに役職員の給与体系の
在り方について、国民の理解と納得が得られるよう更なる改善に抜本的に取り組
む必要がある。

項目

 国に比べて給与水準が
 高くなっている定量的な
 理由

内容

　対国家公務員　　１１２．１

１１８．１
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　機構の給与水準については、全国規模での人事異動等の勤務実態を踏まえて決
定してきましたが、利水者や国民の皆様のご理解が得られないものとなっている
と認識し、これまでに以下に掲げる給与抑制等の措置を講じています。
　
（１）職員本給のカット
　平成17年度から職員の本給カット（本給が反映される諸手当及び業績手当を含
む。）を実施しており、平成23年度においては本給の5％カットを引き続き実施
しました。
（２）昇給の停止等
　平成22年度においては昇給の1ヶ月延伸を実施し、平成23年度においては昇給
の停止を実施しました。
（３）職員本給の現給保障の段階的廃止
　平成18年4月に実施された国家公務員の給与構造改革に準じ、機構の職員本給
を平均4.8%引き下げたことに伴い、現給保障として、引き下げ前の職員本給との
差額を支給する措置については、平成24年度までに段階的に廃止とすることとし
ており、平成23年度においては100分の50を引き下げました。
（４）地域手当のカット等
　平成22年度及び平成23年度においては、地域手当の20%カットを実施するとと
もに、地域手当の異動保障の凍結を実施しました。
（５）業績手当の支給月数の減
　管理職に対する平成21年12月期業績手当については、国家公務員に準じた支給
月数の引き下げ（0.35月）に加え、さらに、0.05月～0.1月カットを行いまし
た。
（６）地域勤務型職員制度の拡大
　平成17年度から50歳以上の職員を対象とし、同一地域内での異動を行う職員に
ついては、本給（本給が反映される諸手当及び業績手当を含む。）を一律に減額
する制度を導入しています。なお、平成21年度より、本制度は、年齢制限を撤廃
して運用しています。

【累積欠損額について】
累積欠損額０円（平成22年度決算）
【検証結果】
　該当なし

　今後とも利水者や国民の皆様のより一層のご理解が得られますよう、平成24年
度においては、以下に掲げる給与抑制等の措置を講じて、引き続き給与水準の適
正化を図っていくこととしています。

（１）職員本給及び地域手当のカット並びに地域手当の異動保障の凍結
　平成24年度においても、引き続き本給の5％カット及び地域手当の20％カット
を実施するとともに、地域手当の異動保障の凍結を実施することとしています。
（２）昇給の停止
　平成24年度においても、引き続き昇給を停止することとしています。
（３）職員本給の現給保障の廃止
　現給保障については、平成24年度に廃止することとしています。

講ずる措置

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　21.5％
（国からの財政支出額　40,304,257千円、支出予算の総額　187,868,391千円：
平成23年度予算）
【検証結果】
　機構の給与水準については、事業の性格から、業務場所が山間僻地に多いこ
と、危機管理上24時間即応体制を取る必要があることなど、危険かつ困難な状況
の中で、常に緊張感を持って業務を行う必要があること等を考慮したものであ
り、このような業務に従事する人材を確保するために必要な水準としています。
　機構としては、現在の給与水準が利水者や国民の皆様のご理解が得られないも
のとなっていると認識し、従来から給与水準の適正化を図っているところであ
り、今後とも給与抑制等に努めることとしています。

 給与水準の適切性の
 検証
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【国や民間給与との比較】
　国の給与との比較については、対国家公務員指数のとおりです。
　民間給与との比較については、国家公務員の給与水準は人事院勧告により民間
企業従業員の給与水準と均衡したものであるとの認識であることから、機構の給
与水準の決定に際しては、人事院勧告を十分考慮しているため、国家公務員の給
与水準との比較は間接的に民間給与との比較であると考えています。

【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合について】
　7.1％（給与、報酬等支給総額　11,864,325千円、支出総額　167,860,939千
円：平成23年度決算額）

【管理職の割合について】
　27.2％（平成24年4月1日現在）
　機構は、水資源開発施設の維持・管理を適切に行うことによって、国民生活に
不可欠な水の安定供給と洪水から人々の生活を守るための洪水調節という重要な
役割を担っており、業務の確実性、効率性を考慮して、全国7水系に本社のほ
か、総合技術センター、4支社・局及び32事業所（総合事業部、総合事業所、建
設所、総合管理所、管理所の総数）を設けて事業を実施しています。従いまし
て、現在の管理職はこれらの役割を実施する上で必要な人員であると考えていま
すが、第2期中期計画においても、事業所の統合を図ることにより、効率的な組
織整備を行うこととしており、今後とも必要な管理職を適正に配置していくこと
としています。

【大卒以上の学歴者の割合について】
　43.9％（平成24年4月1日現在）
　大卒以上の学歴者の割合は、国家公務員（行政職（一））の52.6％（平成23年
国家公務員給与等実態調査による）に対し、機構は43.9％となっています。

（４）地域勤務型職員制度の運用
　地域勤務型職員の制度については、引き続き運用することとしています。

　また、今後の給与水準の中期的な目標として、平成21年度の対国家公務員指数
から5年間で10ポイント程度低減させることとし、これに向けて取り組みを進
め、平成30年度には国家公務員と同程度のものとなるよう努めることとしていま
す。

【平成24年度に見込まれる対国家公務員指数】
　　　　　対国家公務員指数　111.1
　　　　　年齢・地域・学歴勘案　117.1

その他
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成23年度）

前年度
（平成22年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

１　給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の増減要因

　①給与、報酬等支給総額の対前年度比（3.8％減）

　　　給与抑制措置及び人員の削減による。

　②最広義人件費の対前年度比（3.3％減）

　　　「非常勤役職員等給与」は増額となっているものの、「給与、報酬等支給総額」、「退職手当支給

　　額」及び「福利厚生費」が減額となっていることによる。

２　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号

)及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

　①第2期中期目標に示された人件費削減の取組みに関する事項

　　　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)

　　に基づき、平成18年度から平成22年度までの5年間において、人件費（退職手当等を除く。）につ

　　いて5％以上の削減を行うほか、第2期中期目標期間を通じて国家公務員に準じた人件費縮減の取

　　り組みを行うこと。

　　　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めることとし、給与水準の適正

　　性について検証し、その検証結果や取り組み状況を公表すること。

　②第2期中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針

　　　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)

　　に基づき、平成18年度から平成22年度までの5年間において、人件費（退職手当等を除く。）につ

　　いて5％以上の削減を行うこととする。

　　　総人件費改革による平成17年度の人件費に対する各年度の人件費の削減率は、概ね、平成

　　20年度3％、平成21年度4％、平成22年度5％とする。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する

　　基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)に基づき、人件費改革を平成23年度まで継続する。

　　　また、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、必要な給与体系の見直しを進めるとともに、機構の給

　　与水準について検証を行い、給与水準の適正化に取り組み、検証結果及び取組状況については公

　　表を行う。

福利厚生費
2,706,980 2,771,450

16,864,850 (△3.3%)△ 569,69617,434,546

(△17.8%)△ 64,470 (△2.3%)

329,668

148,509 (24.8%)

△ 587,004

201,859

1,462,343

最広義人件費

(34.8%)

非常勤役職員等給与
(17.1%)

退職手当支給額
△ 186,207

(△9.0%)

868,9001,017,409

(△12.7%)1,276,136

第2期中期目標期間開始時
（平成20年度）からの増△減

△ 467,528

区　　分

(△3.8%)
給与、報酬等支給総額

比較増△減

12,331,853 (△11.9%)△ 1,607,44911,864,325

△ 1,662,926
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　③人件費削減取組みの進捗状況

　　　平成23年度の「給与、報酬等支給総額」は、11,864,325千円であり、

　　基準年度（平成１７年度）の「給与、報酬等支給総額」14,338,034千円に比して

　　2,473,709千円減少したため、人件費削減率（補正値）は14.1％であった。

　　

Ⅳ 法人が必要と認める事項

総人件費改革の取組状況

平成22年度

12,331,853

△14.0%

△10.8%

平成21年度

13,185,541

△8.0%

△6.3%

△6.0%

人件費削減率（補正値）
（％）

△2.9% △5.4% △6.7%

人件費削減率
（％）

△2.9% △4.7%

平成20年度

給与、報酬等支給総額
（千円）

14,338,034 13,925,602 13,665,159 13,471,774

年　　　度
基準年度
（平成17年度）

平成18年度 平成19年度 平成23年度

11,864,325

△17.3%

△14.1%

注：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）により、人事院勧告を踏
まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。
　なお、平成１８年、平成１９年、平成２０年、平成２１年、平成２２年、平成２３年の行政職（一）職員の年間平均給与の
増減率はそれぞれ０％、０．７％、０％、▲２．４％、▲１．５％、▲０．２３％である。

【主務大臣の検証結果】
　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）にお
いて、平成18年度以降の5年間で人件費を5%以上削減すること及び｢経営財政運営と構造改革に関する
基本方針2006｣（平成18年7月7日閣議決定）において、人件費改革を2011年度まで継続するとされてい
るところ、当該法人においては既に達成済みであり、適正に取り組んでいる。

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号）に基づく国家公務員の給
与の見直しに関連して、以下の措置を実施することとしています。

【役員】
・平成24年4月から国家公務員に準じた率（本給月額の削減率9.77%）で、支給額からの減額を実施した
（平成26年3月まで）。
・国家公務員の給与見直しに準拠して、平成24年3月に本給月額を0.5%引き下げた（平成23年4月分から
平成24年2月分については平成24年7月期業績手当で調整）。

【職員】
・平成24年7月から等級に応じて、国家公務員に準じた率（本給月額の削減率4.77%～9.77%）で、支給額
からの減額を実施する（平成26年3月まで）。なお、平成24年4月分から平成24年6月分については、平成
24年7月期業績手当で調整する。
・給与改定に関する措置については労使交渉中（平成23年4月から平成24年3月分相当については、平
成24年7月期業績手当で調整済）。
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